
　新年あけましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えの事とお慶び申し上げ

ます。

　昨年は世界各地で選挙イヤーとなり、日本では石破政権が誕生、アメリカで

はトランプ氏が大統領選に勝利し、国内外の政治体制に大きな変動が見られ

た一年となりました。また、アフターコロナにおいて経済の復活が期待された年

でありました。多くのイベントが復活し、インバウンド事業も賑わいを取り戻しつ

つあることが明るい話題にもなりました。

　しかしながら、依然として小規模事業者を取り巻く環境は、少子高齢化が進

み市場が縮小しているところに、原材料、エネルギーの高騰や労働人口の不

足など大変厳しい状況にあり、事業活動に大きな負の影響を与えています。経

済構造・社会構造が目まぐるしく変化する時代、事業者が持続的な発展を続け

るには、常に環境に適応した挑戦や変革を続けて行く必要があります。

　そのような中、筑西市商工会では、「伴走型の支援」を掲げ、筑西市や関係

機関と連携し地域経済の持続的発展を意識しながら、様々な活動に取り組ん

でまいりました。

　本年も会員の皆様に寄り添い「頼りになる商工会」と言われるよう役職員一同

邁進いたしますので、引き続き皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

　結びに、巳年は成長と変化の象徴とされ、物事が大きく進展する年として知ら

れています。皆様にとりまして、変化の激しい中、次のステージに駆け上がり、

時代を切り拓く明るい一年となりますよう心よりご祈念申し上げます。







　令和６年１２月１０日（火）に建設業部会の講習会「フリーラ

ンス保護新法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法

律）の概要とポイント」を開催しました。

　従業員を使用していない、個人事業主や法人で一人社長がフ

リーランスとして位置づけされ保護の対象となっています。フ

リーランスへ仕事を発注（事業者間取引）する事業者に対して、

報酬の支払期日の設定や書面等による取引条件の明示、そのほか

業務委託の遵守事項が定められており、令和６年１１月１日から

施行されています。

　講習会では、下請法との違いや業務委託期間によって発注事業

者が取るべき７つの遵守項目について講師よりわかりやすく解説

がなされ、新たに施行されたフリーランス保護新法の理解を深め

る良い機会となりました。






